
様式第２号（第２条関係） 

委託業務に係る随意契約締結結果の内容及び理由書 

 

担 当 課  ガス計画整備課 

委 託 業 務 名   外管工事資格更新講習に係る技術支援業務 

委託業務場所 大津市晴嵐一丁目８－３８ 大津市企業局研修センター 

概 要 更新講習に係る実技講習時の技術指導支援業務 

契 約 期 間  令和８年６月１２日から令和８年７月３１日まで 

契 約 年 月 日  令和８年６月１０日 

契 約 金 額 金２，５３０，０００円 

契約の相手方 
〔所在地〕大阪市中央区平野町４丁目１番２号 

〔名 称〕大阪ガスネットワーク㈱マーケティング推進部 

契約相手方の 

選 定 理 由 

本市ガス事業は、上記業者の仕様に準じて施工・品質管理をしている

ため、受託者はその仕様、技術等に精通していなければならず、本市は

受託者に対し、本市が求める仕様を理解させ、講師としての水準を満た

すと認められるまで、受託者を教育・指導する必要があることからも、

ガス事業に対する一定の知識や技術を有している者が選定要件となる。 

 

①上記業者は、本市も含め他ガス事業者を受け入れて長年人材育成を

しており、経験豊富な専門スタッフを保有し、多くの実績を持つ。 

 ②本市がガス事業で使用する材料、工法及び新技術は、概ね上記業者

と同様のものを採用している。 

 ③本市ガス事業での技術継承と工事人の育成を目的に、上記業者と令

和５年２月１５日付けで、「ガス事業に係る人材育成の協力に関す

る協定」を締結している。 

 

以上のことから、上記業者はガス事業に対する知識や技術を有してい

るのみならず、本市が求める仕様に精通している唯一の導管事業者であ

り、講師としての水準を満たしていることは明らかであるため、上記業

者を選定する。 

根 拠 規 定 

地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項 

 

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、地方公営企業が必要とする物品の製

造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその

他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをすると

き。 

   （注意） １ 契約金額は、消費税及び地方消費税を含む価格です。 

２ 地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第３号及び第４号を根拠とす

る政策随意契約については、別途公表をしています。  

 


